
常務理事 事務⾧ 課⾧

静岡県自動車販売健康保険組合 様

太枠内をご記入ください

記号 番号

昭和

平成
  年   月 日

〒    ー

日中つながる電話番号    （    ）

※１添付書類

※１ 現在有効なものに限ります。なお、転居直後等で添付書類に新住所の記載がない場合

   は、新住所の確認できる公的な書類を追加で添付してください。

【送付先・問合せ先】
 〒４２２－８０７４ 静岡県静岡市駿河区南八幡町２２番８号 

静岡県自動車販売健康保険組合 業務課 ☎０５４－２８６ー５２９５

裏面の注意事項をご確認のうえ、添付書類と合わせて、ご郵送ください。

（両面） （表面のみ）

資格確認書の

写    し

資格情報の

お知らせの写し

被保険者氏名

（自        署）

令和   年   月   日

□ □ □ □

運転免許証の

写    し

担当者

マイナンバー

カードの写し

住所（送付先）

※１添付書類の記載住所

と同一

被保険者氏名

伺

い

「年間医療費のお知らせ」交付申請書

被保険者等

記号・番号

事 業 所 名

本人及び住所確認のため

添付する右記の書類に☑
をしてください

生 年 月 日（フリガナ）



 

⑴「年間医療費のお知らせ」は、健康保険でかかった医療費がいくらであったかをお知らせ

するものです。

⑵記号・番号が同じ、被保険者・被扶養者（家族）の方の健康保険でかかった医療費を

受診月令和７年１月から１２月までの１年間について一覧で記載しています。

⑶交付時期は、令和７年の年間医療費がまとまる令和８年２月下旬の予定です。

⑷「年間医療費のお知らせ」は、国が定めた診療報酬点数を基準に作成され１０円未満の

される場合は、次の点についてご注意ください。

●「年間医療費のお知らせ」に記載された患者負担額と実際の負担額が異なる場合が

あります。

①実際の患者負担額は、１０円未満の端数が四捨五入されています。

※平成２９年分医療費控除から、「医療費のお知らせ」を活用できるようになりました。

 「医療費のお知らせ」に記載された患者負担額と実際の負担額が異なる場合について

 は、いずれの金額を用いてもよいとされています。

②国、県、市町村による子供医療費等の公費補助や高額療養費等は、反映していません。

いて、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。

③健康保険でかかった医療費は、公的機関の審査を経て、通常は受診月の２ヶ月後に

 健保組合に請求されます。

 審査の関係で、２ヶ月を超えて健保組合に請求される場合がありことがあり、令和

 ７年１２月の医療費が、今回の「年間医療費にお知らせ」に記載されていないことが

 あります。この場合は、ご自身で医療機関等の領収書を基に申告していただくことに

⑸マイナ保険証を保有している方は、スマホアプリのマイナポータルのマイナ

ポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナ

ポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動

入力することができるとされています。

⑹医療費控除の申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせください。

金額まで表記されます。そのため、この「年間医療費のお知らせ」を医療費控除に使用

この場合は、「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費負担医療等の額を差し引

 なります。


